
一
頁

○
国
土
交
通
省
告
示
第
百
三
十
一
号

自
動
車
の
排
出
ガ
ス
低
減
性
能
を
向
上
さ
せ
る
改
造
の
認
定
実
施
要
領
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

自
動
車
の
排
出
ガ
ス
低
減
性
能
を
向
上
さ
せ
る
改
造
の
認
定
実
施
要
領

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
領
は
、
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
低
減
性
能
の
評
価
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
運
輸
省
告
示
第
六

百
号
）
に
よ
る
認
定
を
受
け
る
た
め
に
行
う
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
低
減
性
能
を
向
上
さ
せ
る
改
造
を
認
定
す
る
こ
と

に
よ
り
、
排
出
ガ
ス
低
減
性
能
の
高
い
自
動
車
の
普
及
の
促
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
領
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
型
式
指
定
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
い
う
。

二

「
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
」
と
は
、
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型

式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
を
備
え
た
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

を
い
う
。



二
頁

三

「
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
」
と
は
、
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
低
減
性
能
の
評
価
等
に
関
す
る
規
程
に
よ
る
認

定
を
受
け
る
た
め
に
行
う
改
造
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

イ

型
式
指
定
自
動
車
又
は
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「

対
象
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
改
造
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
新
規
登
録
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
自
動
車
（
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車

（１）
に
限
る
。
）

法
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車
（
二
輪
自

（２）
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動
車
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

ロ

法
第
四
十
一
条
に
掲
げ
る
装
置
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
原
動
機
又
は
燃
料
装
置
を
改
造
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ハ

当
該
改
造
が
対
象
自
動
車
の
燃
料
（
次
に
掲
げ
る
燃
料
で
あ
っ
て
、
法
令
等
に
よ
り
そ
の
品
質
に
関
す
る
定

め
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
別
の
変
更
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

軽
油

（１）

ガ
ソ
リ
ン

（２）

液
化
石
油
ガ
ス

（３）

圧
縮
天
然
ガ
ス

（４）



三
頁

メ
タ
ノ
ー
ル

（５）

四

「
改
造
前
排
出
ガ
ス
諸
元
値
」
と
は
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
百
三
号

。
以
下
「
低
排
認
定
告
示
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
物
質
の
排
出
量
で
あ
っ
て
、
同
告
示
第
四
条
に
規

定
す
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
値
及
び
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
の
精
度
等
を
勘
案
し
て
定
め
る
値
で

あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
又
は
承
認

の
時
に
確
定
し
た
も
の
を
い
う
。

自
動
車
の
種
類

指
定
又
は
承
認

型
式
指
定
自
動
車

当
該
型
式
指
定
自
動
車
に
係
る
次
の
指
定
又
は
承
認

一

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定

二

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十

五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
承
認

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動

当
該
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
に
備
え
る
一
酸

車

化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
に
係
る
次
の
指
定
又
は
承
認

一

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
指
定

二

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）

第
九
条
第
一
項
の
承
認



四
頁

五

「
改
造
後
排
出
ガ
ス
諸
元
値
」
と
は
、
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
後
の
自
動
車
に
係
る
低
排
認
定
告
示
第
三

条
に
規
定
す
る
物
質
の
排
出
量
で
あ
っ
て
同
告
示
第
四
条
に
規
定
す
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
値
及
び
排

ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
の
精
度
等
を
勘
案
し
て
定
め
る
値
を
い
う
。

（
改
造
の
認
定
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
申
請
に
よ
り
、
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
の
う
ち
、
第
五
条
の
基

準
に
適
合
す
る
も
の
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
行
お
う
と
す
る
者
（
外
国
に
お
い
て
そ
れ
を
行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）

二

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
行
お
う
と
す
る
者
か
ら
当
該
改
造
後
の
自
動
車
を
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て

い
る
者
で
あ
っ
て
当
該
自
動
車
を
販
売
す
る
も
の

（
認
定
の
申
請
）

第
四
条

前
条
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
行
う
対
象
自
動
車
の
種
類
、
車
名
、
型
式
及
び
改
造
前
排
出
ガ
ス
諸
元
値

三

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
行
う
原
動
機
又
は
燃
料
装
置
の
名
称



五
頁

四

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
後
の
燃
料
の
種
別

五

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
に
よ
り
達
成
し
よ
う
と
す
る
改
造
後
排
出
ガ
ス
諸
元
値

六

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
実
施
す
る
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

七

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
前
後
の
対
象
自
動
車
の
構
造
及
び
性
能
（
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
書
面

二

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
に
よ
り
対
象
自
動
車
の
改
造
後
排
出
ガ
ス
諸
元
値
が
第
五
条
第
一
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
面

三

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
後
の
対
象
自
動
車
の
取
扱
い
を
説
明
す
る
書
面
（
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を

行
っ
た
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
後
の
対
象
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
係
る
実
施
要
領
を
記
載
し
た
書
面
（
排
ガ

ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
行
っ
た
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
の
品
質
管
理
に
係
る
実
施
要
領
及
び
組
織
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
改
造
を
行
う

す
べ
て
の
工
場
が
国
際
標
準
化
機
構
第
九
〇
〇
一
号
の
規
格
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

す
べ
て
の
工
場
が
そ
の
規
格
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
）



六
頁

六

第
三
条
第
二
号
の
購
入
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
書
の
写
し
及
び
前
項
の
申
請
を
行

う
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
改
造
を
行
う
者
が
同
意
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
の
申
請
者
に
対
し
、
前
条
の
認
定
の
た
め
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
書
面
の
提
出
、
試
験
の
実
施
及
び
改
造
後
の
対
象
自
動
車
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
基
準
）

第
五
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
改
造
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
条
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
後
の
対
象
自
動
車
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

イ

改
造
後
排
出
ガ
ス
諸
元
値
が
低
排
認
定
告
示
第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種

類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項

の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二

前
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
が
、
当
該
改
造
後
の
対
象
自
動
車
の
使
用
者
が
分
か
り
や
す

い
よ
う
に
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
改
造
後
、
前
条
第
二
項
第
四
号
の
点
検
及
び
整
備
に
係
る
実
施
要
領
に
基
づ
き
対
象
自
動
車
の
点
検
及
び

整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
低
排
認
定
告
示
第
四
条
第
一
号
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ



七
頁

ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
耐
久
走
行
距
離
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
改
造
後
排
出
ガ
ス

諸
元
値
を
保
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

当
該
認
定
の
申
請
者
が
、
次
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ

第
十
二
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
改
造
の
認
定
の
取
消
し
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

法
人
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す
る
者
を

含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

ハ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
法

定
代
理
人
が
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ニ

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の

（
意
見
の
聴
取
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
の
認
定
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
者
、
自
動
車
製

作
者
そ
の
他
の
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
通
知
）



八
頁

第
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
認
定
番
号
を
付
し
て
そ
の
旨
を
当
該
認
定
の
申
請
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
の
認
定
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
届
等
）

第
八
条

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
改
造
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
を
、
そ
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
国
土
交
通

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
若
し
く
は
第

そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書

変
更
後
遅
滞
な
く

七
号
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
二

第
四
条
第
二
項
第
一
号
（
改
造
後
の
対
象
自
動

そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書

変
更
後
遅
滞
な
く

車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
の
書
面

の
記
載
事
項
に
軽
微
な
変
更
（
当
該
変
更
後
の
排

ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
が
第
五
条
の
基
準
に
適



九
頁

合
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
が

あ
っ
た
場
合
。

三

認
定
を
受
け
た
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を

そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書

当
該
改
造
を
行
わ
な
く
な

行
わ
な
く
な
っ
た
場
合

っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

（
変
更
の
承
認
）

第
九
条

認
定
改
造
者
は
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
（
改
造
後
の
対
象
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
記

載
事
項
を
変
更
（
前
条
第
二
号
の
変
更
を
除
く
。
）
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
変
更
を
す
る
旨
の
申
請
書

及
び
そ
れ
に
関
す
る
資
料
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
変
更
部
分
に
限
る
。
）
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

同
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
変
更
部
分
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
承
認
は
、
当
該
変
更
後
の
改
造
が
第
五
条
の
基
準
を
満
た
す
場
合
に
行
う
。

４

第
四
条
第
三
項
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
変
更
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
品
質
の
確
保
等
）

第
十
条

認
定
改
造
者
は
、
当
該
改
造
後
の
対
象
自
動
車
が
第
五
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し

、
か
つ
、
そ
の
品
質
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
対
象
自
動
車
を
改
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
認
定
改
造
者
は
、
当
該
改
造
後
の
対
象
自
動
車
が
均
一
性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
改
造
を
行
っ
た
自



一
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頁

動
車
に
つ
い
て
五
十
台
に
一
台
の
割
合
で
第
五
条
第
一
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
試
験
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
認
定
を
受
け
た
改
造
を
行
う
す
べ
て
の
工
場
が
国
際
標
準
化
機
構
第
九
〇
〇
一

号
の
規
格
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

認
定
改
造
者
は
、
前
項
の
試
験
結
果
を
一
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
改
造
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
改
造
を
行
っ
た
者
を
し
て
、
当
該
改
造
後
の
対
象
自
動
車
の
使
用
者
に
対

し
、
排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
を
行
っ
た
旨
を
証
す
る
書
面
を
交
付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
提
出
）

第
十
一
条

こ
の
要
領
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
及
び
届
出
書
は
、
そ
れ
ら
の
提
出
者
の

住
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
十
二
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
第
三
条
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
取
消
し
の
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
改
造
に
つ
い
て
そ
の
取
消
し
の
効
力
の
及
ぶ
範

囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
改
造
者
が
、
当
該
改
造
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
、
同
条
第
二
項
の
添
付
書
類
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
書
面
の
内
容

に
虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。



一
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頁

三

排
ガ
ス
低
減
性
能
向
上
改
造
が
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

認
め
る
と
き
。

四

故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
第
八
条
の
届
出
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
。

五

第
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
ず
に
同
項
の
変
更
を
し
た
と
き
。

六

認
定
改
造
者
が
第
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。


